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夏休みの学校プール開放４・５面

新新宿宿のの未未来来ののたためめにに
コラム

新新宿宿区区ホホーームムペペーージジ「「区区長長のの部部屋屋」」でで

写写真真日日誌誌もも公公開開ししてていいまますす

！
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暑
い
夏
が
や
っ
て
き
ま
し

た
！
熱
中
症
や
脱
水
症
状
は
、

気
が
付
か
な
い
間
に
か
か
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
冷
房
機
器
の

適
切
な
利
用
や
早
め
の
水
分
・

塩
分
補
給
を
心
掛
け
て
く
だ

さ
い
。
区
で
は
、

9月

30日
ま

で
「
ま
ち
な
か
避
暑
地
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
ご
高
齢
の
皆

さ
ま
の
快
適
な
涼
み
場
と
し

て
、
地
域
交
流
館
・
シ
ニ
ア
活
動
館
・
清
風
園
な

ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
▼
こ
の
夏
、
区
内
各
所

で
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

子
ど
も
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ち
の
夏
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み
に
合
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せ
て
、

8月

14

日
ま
で
の
間
「
神
田
川
親
水
テ
ラ
ス
」
を
開
放

し
ま
す
。
神
田
川
に
入
っ
て
エ
ビ
や
ど
じ
ょ
う

な
ど
の
生
き
物
観
察
が
で
き
、
今
月

30日
に
は

新
宿
の
地
場
産
業
で
あ
る
染
色
の
工
程
の
一

部
「
水
元
」
の
実
演
も
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
夏
の

思
い
出
づ
く
り
や
自
由
研
究
に
活
用
し
て
く
だ

さ
い
。
▼
今
月

27～

30日
に
は
、「
神
楽
坂
ま
つ

り
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

27

･

28日
は
、
ほ
お
ず

き
市
が
立
ち
、

29・

30日
の
夜
に
は
、

20以
上
の

連
に
よ
る
威
勢
の
良
い
「
阿
波
踊
り
」
が
練
り

歩
き
ま
す
。
黒
塀
と
石
畳
、
美
味
し
い
も
の
が

揃
う
「
粋
な
ま
ち
神
楽
坂
」
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
▼
ま
た
、
今
月

30日
に

は
、

100万
人
を
超
え
る
人
々
が
訪
れ
る
「
新
宿

エ
イ
サ
ー
ま
つ
り
」
が
新
宿
駅
周
辺
で
開
催
さ

れ
、
新
宿
が
沖
縄
一
色
に
染
ま
り
ま
す
。こ
の

ほ
か
、
地
元
の
皆
さ
ま
に
よ
る
お
祭
り
や
盆
踊

り
な
ど
が
区
内
各
所
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
夏
を

楽
し
み
な
が
ら
、
新
し
い
交
流
が
育
ま
れ
、
地
域

の
絆
が
深
ま
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

▼
最
後
に
、
先
月

25・

26日
の

2日
間
、
区
の
新

た
な
「
総
合
計
画
」（
平
成

30～

39年
度
）
を
策

定
す
る
た
め
の
区
民
討
議
会
を
開
催
し
ま
し

た
。
無
作
為
抽
出
に
よ
る
幅
広
い
年
代
の

58人

に
参
加
い
た
だ
き
、「
健
康
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
」

「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
な
ど
を
テ
ー
マ
に
、
熱

心
な
討
議
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回

の
区
民
討
議
会
を
は
じ
め
、
町
会
・
自
治
会
な

ど
多
く
の
皆
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
意
見

は
、
本
日
か
ら
始
ま
る
基
本
構
想
審
議
会
へ
お

示
し
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
総
合
計
画
策
定

へ
と
生
か
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ご存じですか

成年後見制度

　成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害等により、判断能力

が十分でない方の権利を守るための民法に基づく制度です。成年

後見人等が、本人の意思を尊重しながら金銭管理や福祉サービス

を利用するための契約締結など、法律面や生活面でその人らしい

生活を送れるようお手伝いします。

　制度には、「法定後見制度」「任意後見制度」があります。利用につ

いて、新宿区成年後見センターでご相談をお受けしています。

誰もが地域で安心して暮らし続けられるように

　将来、判断能力が低下したときに

備える「任意後見制度」では、あらかじ

め後見を任せたい人と内容を決めて、

任意後見契約を締結します。判断能力

が低下したときは、契約の相手方が任

意後見人として本人を支援します。

　すでに判断能力が十分でない

方を支援する「法定後見制度」

は、本人の判断能力の程度によ

って「補助」「保佐」「後見」に分か

れ、実情に応じて家庭裁判所が

選任した後見人等が本人を支援

します。

法 定
後見制度

任 意
後見制度

すでに判断能力が十分でない

判断能力はあるが将来のことが心配

認知症が進行している一人暮らしの母親が心配だわ

最近、物忘れが気
に

なる。今のうちに
将

来に備えたいな

新新宿宿区区成成年年後後見見セセンンタターーににごご相相談談くくだだささいい

　地域の身近な窓口として、センターの職員が電話と窓口で、制度につ

いての相談をお受けしています。

【相談日時】月～金曜日午前8時30分～午後5時

弁護士・司法書士・社会福祉士の専門相談

　法律や福祉の専門家が相談をお受けしてい

ます。事前に予約が必要です。

【相談日時】月曜日…司法書士、水曜日…弁

護士、金曜日…社会福祉士

※時間はいずれも午後1時～2時、午後2時30分～3時30分

【所在地】高田馬場1―17―20、新宿区社会福祉協議会内

（5273）4522・（5273）3082

http://www.shinjuku-shakyo.jp

制度の利用に必要な費用を助成しています
◆成年後見制度利用時の申立費用助成

【助成額】申立諸費用（収入印紙・郵

便切手・診断書料等）…1万4,000円以

内、鑑定料等…10万円以内

◆成年後見人等への報酬助成

【助成額（月額）】在宅の方…2万

8,000円以内、施設に入所している

方…1万8,000円以内

………〈以下共通〉………

【申請方法】後見等開始の審判・報酬付

与の審判が確定した日から3か月以

内に、本人または選任された成年後見

人等が、所定の申請書等を申請窓口へ

提出してください。申請書は申請窓口

で配布しています。助成には、収入等

の要件があります。詳しくは、新宿区

ホームページでご案内しています。

【申請窓口】障害者福祉課支援係（本

庁舎2階）、高齢者支援課高齢者相談第

一係（本庁舎2階）、新宿区成年後見

センター(区社会福祉協議会内)

【問合せ】地域福祉課福祉計画係（本庁

舎 2階）（ 5273）3517・（3209）

9948へ。

◆基礎講習受講説明会にご参加ください

　市民後見人の活動や講習の詳しい内容について説明します。市民後見人養成

基礎講習の受講を希望する方は、必ずご参加ください。

【日時】8月5日午後2時から1時間程度

【会場】新宿区社会福祉協議会（高田馬場1―17―20）

【申込み】電話かはがき・ファックス（5面記入例のとおり記入）または直接、8月3

日（必着）までに地域福祉課福祉計画係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎

2階）（5273）3517・（3209）9948へ。

市民後見人養成基礎講習を実施します
●●あなたも制度を支える担い手になってみませんか●●

　市民後見人は、親族や専門家ではなく地域住民として、身近な立場で成年後

見活動を行う方です。

　講習では、成年後見制度の仕組みや知識、後見人としての心構え、高齢者や障

害者に関する制度等を学びます。日程・カリキュラム等詳

しくは、お問い合わせください。新宿区ホームページでも

ご案内しています。受講申請書類は事前の説明会（下記）

で配布し、書類選考により受講者を決定します。

【日程】10月～11月、全6回

【会場】新宿区社会福祉協議会（高田馬場1―17―20）

【対象】区内在住・在勤・在学または区内で高齢者・障害者等

に関わる社会貢献活動の実績があり、講習等の受講後に

市民後見人として活動ができる方（おおむね65歳まで）
▲施設を訪問し
て本人の話を聞
く市民後見人

３ 面 後期高齢者医療制度 28年
度の保険料のお知らせをお
送りしました

国民健康保険 新しい高齢
受給者証をお送りします

神楽坂まつり、新宿エイサ

ーまつり

８ 面
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